
法定相続の順位

代襲相続 代襲相続

代襲相続

第１順位・・・配偶者と子（非嫡出子、胎児、養子を含む）

第２順位・・・配偶者と父母（養父母も含む）

第３順位・・・配偶者と兄弟姉妹

法定相続分
カッコ内は遺留分の割合

兄弟姉妹は遺
留分権利者で
はない

兄弟姉妹は遺
留分権利者で
はない

（注）
父母、兄弟姉
妹が存命中で
も同じ

兄弟姉妹が存
命中でも同じ

父母、兄弟姉
妹が存命中で
も同じ

兄弟姉妹が存
命中でも同じ

相続分

祖父・祖母

第１順位

第２順位

第３順位

配偶者は
常に相続人

子供

兄弟姉妹

子

父母 父母 父母 父母 父母 父母 父母

すべて
( - )

配偶者

子

父母

兄弟姉妹 - -
１/４
( - )

- - -

-

-
１/３
(1/6)

- - -
すべて
(1/3)

-

１/２
(1/4)

- - -
すべて
(1/2)

-

- -

兄弟姉妹 兄弟姉妹 兄弟姉妹 兄弟姉妹 兄弟姉妹 兄弟姉妹

１/２
(1/4)

２/３
(1/3)

３/４
(1/2)

すべて
(1/2)

-

子 子

配偶者 配偶者 配偶者 配偶者 配偶者 配偶者

弟・妹

母父

甥・姪 甥・姪子供

孫

配偶者

祖父・祖母

被相続人配偶者 兄・姉

遺族

子 子 子 子


